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⑴ 見守り体制の確認及び指導

自治体や学校，防犯ボランティア団体等が登下校時の通学路等において実施

する見守りの体制について，警戒の隙間が生じていないか，不測の事態に対応

できる体制であるかなどを確認し，例えば，「人の目が切れないように間隔等

を調整して人員を配置する」「配置に際してはできる限り複数人を配置する」

など，活動時の参考となるような助言や指導を行うこと。

また，見守りの体制が十分に確保できない場合であっても，例えば，単独で

見守りを行う者に対しては，子供のみに意識を取られることなく，周囲に不審

者がいないかなどにも気を配るよう指導を行うこと。

なお，こうした確認・指導については，活動する現場において直接行うこと

が効果的であるが，教職員，保護者，見守り活動を行う地域住民等が参加する

研修会等の機会も活用して幅広く行うこと。

⑵ 集団登校の集合場所等の見守りに係る指導

上記研修会及び「地域の連携の場」等を活用し，集団登校等で子供が集まる

場所（スクールバスの停留所を含む。）や集団で移動している子供も見守りの

対象とすること，その際には周囲にも気を配ることといった指導を行うこと。

また，小学生の見守り活動を行う地域住民等に対し，中学生にも注意を払っ

てもらうよう協力を依頼するとともに，「登下校防犯プラン」に基づいて「な

がら見守り」を依頼した団体等に対して，中学生も見守りの対象とするよう依

頼すること。

⑶ 有事対応訓練等の実施

子供を狙った様々な事案等を想定し，学校等とも連携の上，見守り活動を行

う地域住民等を対象とした有事対応訓練（子供の誘導，警察等への通報等）や

講習会等を実施すること。

３ スクールサポーターによるスクールガード等との連携

警察署等に配置されているスクールサポーターは，学校内及び通学路等におけ

る児童等の安全確保対策もその任務の一つとされているところである。

スクールサポーターがこの任務を遂行するに当たっては，スクールガードや防

犯ボランティア等と連携し，児童等の安全確保対策が地域の実情に応じた効果的

なものとなるよう努めること。


